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はじめに  

 

この度第６代市長に就任致しました楠田大蔵です。 未来を担う子供たちのため

の市政を目指し、頑張ってまいります。  

その一つとして、平成24年度に策定した「太宰府市子ども読書活動推進計画（第

1次）」が計画期間の5年を経過したことを受け、これまで頂いたご意見やご要望

などをもとにさらに充実、発展させる ことに致しました。  

平成12年の子ども読書年を契機に、 平成13年に「子どもの読書活動の推進に

関する法律」が公布、施行され、子どもの健やかな成長に資する読書活動の推進

がうたわれました。この法律では、国や地方公共団体の責務、事業者の努力、保

護者の役割、関係機関との連携強化などについても定められています。  

これに基づき国は、平成14年に「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計

画」を、そしてその成果や課題を踏まえ、平成20年に「第二次子どもの読書活動

の推進に関する基本的な計画」、平成25年に「第三次子どもの読書活動の推進に

関する基本的な計画」を策定しました。  

福岡県 におき まし ても、 平成 16年 に「福 岡県子 ども読 書推 進計画 」 が 、平成

22年、28年に同計画の改定版が策定され ています。  

今回本市におきまし ても、国や県の取り組みや他市町村の取り組み なども参考

にし、計画の理念や目的を引き継ぎながらも、これまでの取組みをさらに充実、

発展させていきたいと考えています。  

本計画の策定にあたっては、子どもの読書活動の実態を把握するため、パブリ

ックコメントや図書館協議会 などにおいて、貴重なご意見やご提言をいただ きま

した。ご協力くださった多くの皆様に、心から感謝申し上げます。  

未来を担う全ての子どもたちが、たくさんの本との出会いによって、心豊かに

過ごせること、そして読書により培われた知識や能力を活用し、大きく羽ばたい

ていくことを願って、本計画を実行に移してまいります。  

 

平成30年3月  

 

太宰府市長   楠  田  大 蔵 
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第１章 計画策定の背景 

 

１  子どもの読書活動の現状 

（1）小学生の読書状況  

平成28年度第62回学校読書調査報告によると、小学生（4～6年生）の5月1

カ月間の平均読書冊数は、ここ数年 10冊から11冊程度と、ほぼ横ばいの状態が

続いており、5年前の調査と比べてみても大きな変化は見られ ません。  

太宰府市では、学校図書館を利用した小学生（4～6年生）の年度ごとの1人あ

たりの平均 貸出冊数 が、平成 24年度の 30.9冊を皮切り に、39.8冊→48.2冊→

51.2冊→57.8冊と年を追うごとに大幅な増加を見せ ています。この要因として

は、「太宰府市子ども読書推進計画 （第1次）」で新規事業として取 り組む計画に

あった学校司書配置が、平成25年度から市内の全市立小学校において実現したこ

とがあげられます。学校司書が専任で配置されたことにより、それまで 行き届か

ない状態だった学校図書館の環境整備をはじめ、蔵書構成の見直し、読書支援や

授業支援などといった取組み が着実に実践され、子どもたちの読書 欲や知識欲が

刺激された結果が貸出数の伸びとして 表れました。  
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（2）中学生の読書状況  

一方、同調査によると 、中学生の5月1カ月間の平均読書冊数は、4冊前後で

推移しています。太宰府市の学校図書館を利用した中学生の年度ごとの 1人あ

たりの平均貸出冊数は、小学生のころからかなり減って、7.5冊～8.5冊といっ

たところです。全国的な傾向として、学年が上がるほど部活 動や受験など読書

以 外 に 時 間 を さ か ざ る を 得 な い 状 況 と な っ て い る こ と が 貸 出 数 減 少 の 要 因 と

してあげられていますが、太宰府市においても例外ではありません。     

また、学校図書館に専任の司書が配備されていなかったことも一因としてあ

げられます。平成25年からの市民図書館司書による支援が入るまで、学校図書

館の蔵書構成は見直されることもなく、生徒たちが直接利用する唯一の機会で

ある開館すらも安定して行われていない状況が続いていました。これでは学校

図書館の機能が十分に果たせているとはいえません。この 支援を機に、読書及

び学習・情 報センタ ーとして のあるべ き姿 に向けて 環 境整備を 少しずつ 行 い、

よ う や く 生 徒 に も 学 校 図 書 館 の 存 在 が 浸 透 し は じ め た と こ ろ で あ る と い え ま

す。  

しかし、小 学校での 学校司 書導入後 の貸出 数の伸びに も表れて いる と おり、

学校司書の専任配置によるきめ細かな対応は不可欠です。平成 29年10月から

の市立中学校の学校司書専任配置により、今後への期待が膨らみます。  
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2 子どもと本をつなぐ「大人」  

このように、子どもの読書活動において、子どもと本をつなぐ「 大人」の存在

は大きく、ないがしろにはできないことがわかります。  

その反面、1970年代頃から問題視されてきた 全国的な大人の読書離れについ

ては、子どもの読書活動推進の機運が高まる今に至っても 有効な対策が見いだせ

ず、改善されていません。 当市においては、市民図書館での市民 1人あたり貸出

数が全国平均を上回る高水準にありますが、総貸出数とともに減少傾向に歯止め

がかからない状況となっています。読書を楽しみ、日常生活に本を活用する大人

の姿は、子どもへの生きた読書支援活動です。子どもだけでなく、大人も併せて

早急に対処していく必要があります。  

 

 

 

平成24年度から、市民図書館と保健センター、子育て支援センター が連携して、

乳幼児健診を受ける 全ての赤ちゃんと保護者を対象とする ブックスタート事業（ 注

１ ） を新規に開始しました。これは乳児期から家庭での読み聞かせを 支援するため

のもので、末永く読書が習慣づけられることを目的としています。  
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貸出数 

県民1人あたり

貸出数 



4 

 

家庭での読み聞かせがもたらす力 については、今や広く知られているところで

す。国立大学法人お茶の水女子大学による「平成25年度の全国学力・学習状況調

査（きめ細かい調査）の結果を活用した学力に影響を与える要因分析に関する調

査研究」（ 注 2 ） では、保護者が子どもに本や新聞を読むように 勧めている、読んだ

本の感想を話し合ったりしている、小さい頃に絵本の読み聞かせをした、子ども

と一緒に図書館に行くといったように、親子がともに行動することを含めた読書

経験が、子どもの学力を支えているという特徴が明らかにされました。  

幼き日の絵本が、読書習慣の原点です。太宰府市では、家庭や学校、地域とい

ったいろいろな場面で携わる多くの大人たちそれぞれが、子どもたちが豊かな心

を育み、自らの生きる力を培うことができるように、読書活動を とおして応援し

ていきたいと考えています。  

 

注 1：0歳 か ら 絵 本 に 親 し ま せ 、読 み 聞 か せ な ど を と お し て 親 子 の ふ れ あ い を 深 め る の が 目 的 で 、1992

年 に 英 国 で 始 ま っ た 。太 宰 府 市 で は 平 成 24年 8月 か ら 、市 の 4カ 月 児 健 診 時 に 実 施 し て い る 。ま た 、

ブ ッ ク ス タ ー ト に 先 駆 け て 開 始 し た フ ァ ー ス ト ブ ッ ク 事 業 は 、 平 成 14年 4月 か ら 1歳 6カ 月 児 健 診

時 に 行 う 類 似 事 業 で あ り 、 現 在 も フ ォ ロ ー ア ッ プ を 目 的 と し て 継 続 し て い る 。  

注 2： 文 部 科 学 省 の 委 託 に よ り 国 立 大 学 法 人 お 茶 の 水 女 子 大 学 が 平 成 25年 度 全 国 学 力・ 学 習 状 況 調 査 の

追 加 調 査 と し て 実 施 し た「 保 護 者 に 対 す る 調 査 」の 結 果 を 活 用 し 、家 庭 状 況 と 学 力 の 関 係 及 び 成 果

を 上 げ て い る 学 校 や 児 童 生 徒 の 取 組 み を 分 析 し た も の 。  
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第2章  基本的な考え方  

 

1 計画の概要  

（1）計画の位置づけ  

本計画は、「子どもの読書活動の推進に関する法律」第 9条第2項に規定する「市

町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画」 として平成

24年度に策定した「太宰府市子ども読書活動推進計画」の 第2次計画であり、本

市における子どもの読書活動の推進に関す る施策を総合的・計画的に推進し、も

って子どもの健やかな成長に資することを目的とするものです。  

また、本計 画は、「第 五次太宰 府市総合 計 画」に定め る教育分 野全般 及 び子育

て支援の推進に係る基本方針 並びに「太宰府市教育大綱」を踏まえて策定するこ

ととします。  

 

（2）対象  

0歳からおおむね18歳以下の子どもとします。  

 

（3）期間  

平成30年度からおおむね5年間とします。ただし、社会情勢の変化や総合計画

等の策定状況に合わせ、必要に応じて見直しを行います。また、平成 29年度を点

検・評価の対象年度として含みます。  

 

（４）計画の推進  

本計画の目標を達成するために、関係領域（家庭・地域、幼稚園・保育所 など、

学校、図書館）所管の各課・機関が協力し、計画の理念や施策に対する理解を浸

透させるとともに、保護者・ボランティアや読書関係団体を含めた全市的な連携

のもとに着実な推進を図 ります。また、本計画における取 組みについての点検と

評価を太宰府市立図書館協議会に諮ります。  

  



6 

 

子どもの読書活動に関する市計画等  

H23 

2011 

H24 

2012 

H25 
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H26 

2014 

H27 

2015 

H28 

2016 

H29 

2017 

H30 

2018 

H31 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

                          

第五次太宰府市総合計画        

                          

            太宰府市教育大綱        

                          

  
市子ども読書活動推進計画

（第１次）  
  

市子ども読書活動推進計画

（第２次）  
  

                          

 

2 計画策定にあたって 

（1）計画の目標  

子どもの読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を 高め、想

像力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けて いく上で欠くこと

のできないものです。太宰府市では、読書活動を とおして子どもの豊かな心を育

み、自ら生きる力を培っていくために、全ての子どもがあらゆる機会とあらゆる

場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、環境の整備を推進して

いきます。  

 

（2）基本方針  

前計画では、方策を推進する領域（家庭・地域、幼稚園・保育所など、学校、

図書館）ごとに体系を構築し、関係領域を所管する部署ごとに取組みが分かれ

た形となっていました。本計画においては、前計画の全ての方策を「乳幼児期」

「学齢期」「青年期」という子どもの発達段階ごとに整理して、各期の課題と取

組みを明確にし、全ての発達段階の取組みにおいて支援が必要な子どもへの配

慮を欠かさないよう努めながら、 その推進を図るものとします。  

また、地域・市民が一体となって子どもの健やかな成長を支える読書活動を

進めていくために、「協働」を計画の主 要な柱の一本とします。   



7 

 

3 施策体系図  
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取組み一覧（詳細は次章）  

 

  

1 ブックスタート及びそのフォローアップ事業

2 子育て講座での啓発

3 家庭教育学級（就学前コース）で絵本の読み聞かせの推進

4 たより発行などによる保護者への情報提供

5 読み聞かせ・おはなし会の実施

6 訪問・出張おはなし会

7 絵本コーナーなど絵本と親しむスペースの整備と資料の充実

8 配慮が必要な子どもの読書を支援する環境整備

9 保育所（園）・幼稚園などへの団体貸出・配本と情報提供

10 保育所（園）・幼稚園などの見学受入れ

11 学校図書館を活用した調べ学習の充実

12 学校図書館利用方法の紹介

13 朝や昼の読書活動の充実

14 発表機会の充実

15 児童・生徒会活動による取組みの充実

16 「読書」に関する日に合わせた取組み

17 学校図書館の環境整備

18 学校図書館だよりの発行

19 学校図書館司書の配置継続と研修機会の充実

20 家庭教育学級での読書活動の推進

21 保護者への啓発

22 児童図書の情報提供や本を使った調べものの援助の充実

23 移動図書館の学校乗入れと身近な場所への巡回

24 子どもが自分で読むことの楽しさを知ることができる環境の整備

25 学校支援事業

26 児童・生徒の見学、職場体験

27 特別支援学校・学級への支援

学校と市民図書館な
どの連携

(2)

(3)

1
　
乳
幼
児
期

(4)

学校図書館活用によ
る読書活動推進

学校図書館の経営、
環境設備の充実

家庭での読書活動の
支援

２
　
学
齢
期

(1)

取組み方策

はじめての本との出
会いの支援

読み聞かせの推進

本とふれあい親しむ
環境づくり

(1)

(2)

(3)
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28 ヤングアダルトコーナーの環境整備

29 青少年向け資料の充実と情報提供

30 自身の読書活動の成果を発表できる参加体験型事業の実施

31 職場体験・実習の受入れ

32 資料の情報提供や相互貸借などの協力体制の整備

33 連携事業の推進

34 「子ども読書の日」を中心とした読書に関する日の普及啓発の推進

35 子ども及び一般向け読書推進事業開催

36 読書に関する情報提供と啓発活動

37
読書ボランティアの育成及び地域文庫など読書団体の技量向上を図る講座な
どの開催

38 図書館ボランティア育成の講座・情報交換会などの開催

39 子育てサークル・地域団体の支援・連携

40 保護者・読書ボランティアの協力による読み聞かせなどの推進

41 地域文庫・読書ボランティア団体への団体貸出・情報提供

42
地域文庫・読書ボランティア団体との協働事業の開催及び団体の主体的活動
推進

43 図書館ボランティアによる活動の場の拡大

取組み

読書活動に関するボ
ランティアの育成

青少年向け読書支援
事業の実施

(1)

(2)

(3)
市民・地域団体との
協働

方策

４
　
協
働

市民図書館と学校・
大学図書館の連携

読書活動推進のため
の啓発と広報

３
　
青
年
期

(3)

(1)

(2)

青少年向けコーナー
の整備
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第3章  推進のための方策  

 

1 乳幼児期 

 

ことばを獲得し、考え、判断し、表現する、生涯にわたる人間形成の基礎を

培うこの時期は、あらゆることを吸収していく非常に重要な時期といえるでし

ょう。特に、 保護者や保 育者など身 近な大 人たちからの 絵本の読み 聞かせは、

子どもたちに心地よい安心感とともに、多様な経験をもたらします。絵本のお

もしろさや楽しさを味わいながら、健やかな心と生きる力が育まれていく大切

な時間です。  

この時期の子どもにとって、身近な大人との関わりなくして本と出合う喜び

を知ることは極めて困難です。家庭での読み聞かせや、親子で本の感想を語り

合うこと、大人が読書を楽しむ様子を日頃から目にするというような、子ども

が読書に興味を持つ工夫をすることが大切です。  

 

（1）はじめての本との出会いの支援  

「絵本を開くことで、だれもが楽しく、赤ちゃんとゆっくり心ふれあうひと

ときをもてるように」との願いを持って、 4カ月児健診時にブックスタート事

業を、1歳6カ月児健診時にはそのフォローアップ事業を行っています。これら

一連の事業をとおして、読書が家族みんなの日常生活の一部となるよう啓発を

していきます。  

更に、子育て講座や就学前の 家庭  

教育学級などでも、絵本について の  

学びの機会を提供します。また、 よ  

り多くの絵本との出会いを支援す る  

ために、おすすめ絵本のリストや た  

よりなどを作成・発行し、広く情報  

提供を行います。  

                      子育て講座「に こにこ講座」  

（子育て支援センター ）  
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（2）読み聞かせの推進  

家庭や保育の現場をはじめとして、子育て支援事業や市民図書館という、子

どもが集まるさまざまな場面で読み聞かせを実施することで、おはなしの楽し

さをより身近 に感じても らう機会が 増して いきます。本 に対する興 味を育み、

就学以降の読書が身近なものであり続けるためにも、この時期の読み聞かせは

欠かすことができません。  

これからも、あらゆる機会をとらえ、年齢や季節に応じた読み聞かせやおは

なし会の開催に努めます。  

 

（3）本とふれあい楽しむ環境づくり  

さまざまなジャンルの本を手に取りあれこれじっくりと選ぶことも、読書

の楽しみのひとつということができるでしょう。幼い子どもがいろいろな本

にふれることができる一番身近な場所  

である保育の現場において、絵本の  

コーナーの整備に努めます。  

また、より多くの選択肢の中から  

子ども自身に選んでもらうことがで  

きるよう、市民図書館では今後も資  

料の充実を図り、季節やテーマに沿  

った本の展示などをとおして利用に          保育所太宰府 園の絵本コーナ ー  

供していきます。配慮が必要な子ど  

もに対しても、外国語の資料や布の  

絵本の充実を図り読書を支援します。  

更に、保育所（園）や幼稚園の資料  

の充実を補助するための団体貸出サ  

ービスを推進し、本や図書館への子  

どもの興味が育つよう、図書館見学  

などの希望にも応えます。                  幼稚園児の 市民図書館見学  
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方
策

取組み内容

実

施

区

分

所管

(1) 1
ブックスタート及びその
フォローアップ事業

全ての家庭で絵本に親しむきっかけをつくるために、4
カ月児健診時に絵本を贈るブックスタートを実施しま
す。また、そのフォローアップ事業を行い、家庭での絵
本を介したふれあいの時間を支援します。

継続

文化学習課・図書

元気づくり課・保健

元気づくり課・子育

(1) 2 子育て講座での啓発
「絵本について」の講座を実施し、子どもの読書活動に
ついての保護者の啓発を図ります。

継続 元気づくり課・子育

(1) 3
家庭教育学級（就学前
コース）で絵本の読み聞
かせの推進

６回講座の中の１回に、講師を招いて「絵本の選び方と
読み聞かせ」の講座を実施します。更に子育て支援セン
ターとの連携を図ります。

継続 社会教育課

(1) 4
たより発行等による保護
者への情報提供

保護者に向けてのたよりや本のリストなどの発行によ
り、絵本やおはなしの情報と楽しさを伝え、家庭での読
書活動を支援します。

継続

保育児童課

元気づくり課・子育

文化学習課・図書

(2) 5
読み聞かせ・おはなし会
の実施

子育て支援事業や、保育所・市民図書館で日常的・定期
的に読み聞かせを行うことにより、子どもにおはなしの
楽しさを伝えます。

継続

元気づくり課・子育

保育児童課

文化学習課・図書

(2) 6 訪問・出張おはなし会
子育てサークルや学童保育所などからの依頼に応じて読
み聞かせやおはなし会を実施し、子どもが絵本と親しむ
機会を増やします。

継続
元気づくり課・子育

文化学習課・図書

(3) 7
絵本コーナーなど絵本と
親しむスペースの整備と
資料の充実

子どものための本のコーナーを確保・整備し、子どもの
読書活動を支える資料の充実に努めます。

継続

保育児童課

元気づくり課・子育

文化学習課・図書

(3) 8
配慮が必要な子どもの読
書を支援する環境整備

配慮が必要な子どもの読書を支援するため、布の絵本や
外国語資料などを充実させ、利用しやすい環境を整えま
す。

継続 文化学習課・図書

(3) 9
保育所（園）・幼稚園な
どへの団体貸出・配本と
情報提供

団体貸出や移動図書館による配本事業、また、本や読書
関連事業に関する情報の提供を行い、保育所（園）・幼
稚園などの読書環境の整備を支援します。

継続
文化学習課・図書

保育児童課

(3) 10
保育所（園）・幼稚園な
どの見学受け入れ

保育所（園）・幼稚園などからの要望に応じて見学を受
入れ、本や図書館への関心を高めます。

継続 文化学習課・図書

取組み

< 各方策に対する具体的な取組み  > 

 

子 育 ： 子 育 て 支 援 セ ン タ ー  保 健 ： 保 健 セ ン タ ー  図 書 ： 市 民 図 書 館  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実 施 区 分  「 継 続 」： 平 成 28年 度 ま で 実 施 し て い る も の で 、 平 成 29年 度 以 降 も 同 様 の 内 容 で 実 施 す る も の  
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2 学齢期  

 

学齢期を迎えるころには、子どもの興味や関心は飛躍的に拡大し、さまざま

なジャンルの本を楽しむことができるようになってきます。生涯にわたって本

に親しみ、読書を楽しむ習慣を形成していく大切な時期であるといえるでしょ

う。学校図書館は、子どもにとって最も身近な図書館であり、子どもの読書活

動に大きな影響を与える空間です。学校は、子どもが読書に親しみを持つよう

な環境を整備し、子どもの言語能力を向上させる重要な活動である読書活動を

充実させる必要があります。  

国においては、平成26年6月に「学校図書館法」の改正が行われるなど 、子

どもの読書活動に関連する法の整備が進められてきました。  

学校教育において、子どもの確かな学力の育成には、言語活動や探究的な学

習の充実が必要であり、同時に読書活動を通じて、子どもの豊かな人間性を形

成していくことが求められています。  

 

（1）学校図書館活用による読書活動推進  

国語科・特別活動や総合的な学習の時間などをはじめ各教科において、効果

的に学校図書館を活用できるように、全教職員が職員研修などで学校図書館の

意義と役割、読書活動の重要性など  

の共通理解を持ったうえで計画的な  

教育活動を行うとともに、学習時間  

外のさまざまな機会においても、児  

童・生徒の自主性を生かした適切な  

読書指導と図書館の有効活用を図り、  

子どもの自ら学ぶ力と豊かな感性を  

育みます。                                 授 業で作成した POP を使って本の紹介  

 

（2）学校図書館の経営、環境設備の充実  

学齢期の子どもは学年が上がるにつれて、学習や部活動などで忙しくなり、

本を読まない傾向にあることが、全国的な統計でも報告されています。学校図
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書館は、そのような子どもたちの読書及び学習・情報センターとしての活用が

期待されていますが、その運営にあたる学校司書は必要不可欠です。子どもと

本とをつなぐ架け橋となる学校司書は、これからも市内の小・中学校全てに継

続して配置され、読書指導や読書相談とい った啓発活動のほか、発達段階に応

じた蔵書の充実を図るなど、人的 物的環境の整備充実に努めます。  

 

（3）家庭での読書活動の支援  

 生活の基本の場となる家庭で、子どもは保護者をお手本に基本的な習慣を身

に付けて行きます。読書の楽しさに目覚め、自ら読書活動を行うようにな るに

は、保護者自身が日常的に読書を楽しむ姿を見せることがなによりです。子ど

もに対する情報提供や環境整備だけ  

でなく、さまざまな形で保護者に向  

けた啓発を推進します。  

 また、市民図書館は子どもの利用  

しやすい身近な場所へ移動図書館車  

を巡回させて読み物を中心とした本  

を提供し、子どもが自ら楽しむため  

の家庭での読書を支援します。  

移動図書館の貸出しに 並ぶ子ども達  

 

（4）学校と市民図書館などの連携  

子どもに本と接する場をより多く提供できるよう、学校は市民図書館などの

関係機関と連携します。また、支援が必要な子どもたちの実態やニーズに合っ

た図書と出会えるように、市民図書館訪問や移動図書館車の利用などをとおし

て、全ての 子どもが 読書に親 しむこと がで きる環境の 充実に努 めます。 更に、

施設見学（小学生）や職場体験（中学生）で市民図書館の仕組みや役割を学ぶ

ことで、読書への関心を高めます。  
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< 各方策に対する具体的な取組み  >  

図 書 ： 市 民 図 書 館  

 

方
策

取組み内容

実
施
区

分

所管

(1) 11
学校図書館を活用した調
べ学習の充実

学校図書館を活用して調べ学習ができるよう、各学年の
学習指導との関連を明確にして計画的に指導できるよう
に努めます。

継続 学校教育課

(1) 12
学校図書館利用方法の紹
介

新入生を対象に、学校図書館オリエンテーションを行
い、子どもが学校図書館に親しめるよう推進します。

継続 学校教育課

(1) 13 朝や昼の読書活動の充実
小・中学校の学校生活をとおして、読み聞かせやブック
トークなどの朝・昼の読書活動が継続的に実施できるよ
う、学校の指導計画に位置づけ、更に充実させます。

充実 学校教育課

(1) 14 発表機会の充実
読んだ本を紹介するPOPづくりや読書感想文コンクー
ルなどへの参加を推奨し、表現する学習活動を充実させ
ます。

充実 学校教育課

(1) 15
児童・生徒会活動による
取組みの充実

児童・生徒自身のアイデアを生かして、自主的・実践的
な活動を行うことができるよう支援に努めます。

継続 学校教育課

(1) 16
「読書」に関する日に合
わせた取組み

「子ども読書の日」や「読書週間」、「文字・活字文化
の日」などに合わせた取組みや、子どもの発達段階や学
校の特色に応じた読書活動に関する取組みの実施に努め
ます。

継続 学校教育課

(2) 17 学校図書館の環境整備
学校図書館の環境や蔵書などについて、現状の分析を行
い、より効率的な環境整備を進めます。また、支援が必
要な子どものための資料の充実に努めます。

継続 学校教育課

(2) 18 学校図書館だよりの発行
推薦図書の紹介や学校図書館に関する情報などを図書館
だよりに掲載し、子どもが学校図書館に親しめるよう努
めます。

継続 学校教育課

(2) 19
学校図書館司書の配置継
続と研修機会の充実

学校図書館運営に関わる学校司書の配置を継続するとと
もに、資質向上のための研修の充実と図書館間の連携を
強化します。

新規
充実

学校教育課
文化学習課・図書

(3) 20
家庭教育学級での読書活
動の推進

子どもの読書活動について保護者が学べるように、「読
み聞かせ及び本の重要性」の内容の講師を入れるなど、
講師一覧表を充実させ、読書活動の推進を図ります。

充実 社会教育課

(3) 21 保護者への啓発
保護者にも読書活動の意義を伝えるため、授業参観やＰ
ＴＡ活動、学校だよりなどをとおしてＰＲし、保護者へ
の啓発を図ります。

継続 学校教育課

取組み
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実 施 区 分  

「 継 続 」： 平 成 28年 度 ま で 実 施 し て い る も の で 、 平 成 29年 度 以 降 も 同 様 の 内 容 で 実 施 す る も の  

「 充 実 」： 平 成 28年 度 ま で 実 施 し て い る も の で 、 平 成 29年 度 以 降 も 内 容 の 充 実 や 取 組 み の 再 編 を 図 る も の  

「 新 規 」： 平 成 28年 度 ま で は 実 施 し て い な い が 、 平 成 29年 度 以 降 新 た に 実 施 ま た は 実 施 を 予 定 す る も の  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 校 図 書 館 で の 工 夫 さ れ た 本 の 展 示             学 校 と 市 民 図 書 館 の 共 同 事 業  

 

  

方
策

取組み内容

実
施
区
分

所管

(3) 22
児童図書の情報提供や本
を使った調べものの援助
の充実

発達段階ごとの図書案内の配布や、図書館ホームページ
及び利用者用検索機での案内をとおして児童図書の情報
提供に努めます。また、本を使った調べものの援助の充
実を図ります。

継続 文化学習課・図書

(3) 23
移動図書館の学校乗入れ
と身近な場所の巡回

各小学校に移動図書館を乗入れ、読み物の読書環境補完
を図ります。また、地域の公園など子どもが利用しやす
い場所への巡回に努めます。

継続
文化学習課・図書
学校教育課

(3) 24
子どもが自分で読むこと
の楽しさを知ることがで
きる環境の整備

絵本から読み物へ、読んでもらう読書から自分で読む自
立した読書への転換期を支援するために、情報提供と環
境の整備に努めます。

充実 文化学習課・図書

(4) 25 学校支援事業
市民図書館司書が学校図書館を巡回して行う業務支援を
継続するほか、学級文庫などの団体貸出や移動図書館の
利用をとおして、子どもと本の出会いを支援します。

充実
文化学習課・図書
学校教育課

(4) 26
児童・生徒の見学、職場
体験

施設見学（小学生）や職場体験（中学生）で市民図書館
を訪問し、市民図書館の司書の仕事内容などについて学
び、読書への関心が高まるように努めます。

継続
文化学習課・図書
学校教育課

(4) 27
特別支援学校・学級への
支援

特別支援学校・学級への団体貸出と出張おはなし会を継
続実施します。

継続 文化学習課・図書

取組み
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3 青年期  

 

青年期（13歳くらいから成人前まで）は、子どもから大人への過渡期であり、

著しい身体的成長とともに精神的な揺らぎが現れます。この年代の子どもたち

は、さまざまな葛藤のなかで自己を確立し、社会の一員として自立して生きる

力を獲得していかなければなりません。多読期を経て成熟期を迎え、その対象

を児童書から一般書へとステップアップさせていくこの時期の読書は、個性を

磨き、考える力を養い、想像力や 判断力を育むために、一層重要なものとなっ

てきます。  

第1章でふれたとおり、小学生から中学生になり、学年が上がるほどに、子

どもの読書量は減る傾向にあります。学校生活が多忙になることがその大きな

原因のひとつであると言うことはできますが、読書の対象が児童書から一般書

に移るときに、興味や能力に見合った適切な資料が身近に少ない、または、資

料 は あ っ て も そ れ を 見 つ け 出 す こ と が で き な い な ど の 要 因 が あ る こ と を 見 過

ごすことはできません。  

もはや子どもではないと思っていながらも 、未熟な面を抱える自己の矛盾に

戸惑い、大人との関係よりも友人関係に強い意味を見出したり、親に対する反

抗期を迎え親子のコミュニケーションが不足しがちに なったりするなどの、こ

の世代の特性に配慮しながら、自立した成人読者となるための援助を行ってい

きます。  

 

＊本節での 取組みは、「学齢期 」の中学 校 における方 策に加え る形で行 うもの

です。  

 

（1）青少年向けコーナーの整備  

市民図書館 において は、こ の世代の 求めに 的確に応じ ることが できる よう、

スペースを確保して青少年向けコーナーとして整備し、時流に即した資料の収

集と関心を高める配置、展示に努めます。また、インターネットのソーシャル・

ネットワーキング・サービス（ SNS）などの活用も視野に入れた効果的な情報

提供の方策により読書活動を 支援していきます。  
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（2）青少年向け読書支援事業の実施  

自身の読書活動を文字や話し言葉にして人に伝えたり、社会体験として図書

館の仕事を学習したりするなど、青少年が読書や図書館と主体的に 関わること

ができる参加体験型の読書事業に取り組み、個人の読書活動から人や社会との

つながりへと発展させていくことができるよう支援します。  

 

（3）市民図書館と学校・大学図書館の連携  

この世代が学校生活で多忙であることを考慮して、最も長い時間を過ごす身

近な場所である学校・大学の図書館と市民図書館との連携を深め、図書館間の

情報交換や交流を積極的に推進します。また、読書関連事業の協力開催や図書

館資料の相互貸借などの実現に向けた環境整備を行い、本との出会いと読書活

動への参加機会の拡大を図ります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 民 図 書 館 ヤ ン グ ア ダ ル ト コ ー ナ ー 資 料 紹 介            中 学 生 の 体 験 学 習  
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方
策

取組み内容

実
施
区
分

所管

(1) 28
ヤングアダルトコーナー
の環境整備

限られたスペースを活用して、この世代の関心を高める
効果的な資料配置と展示方法の改善を図ります。

継続 文化学習課・図書

(1) 29
青少年向け資料の充実と
情報提供

この世代の感性・価値観に訴える資料を収集し、時流に
即した方法での情報提供に努めることにより、児童書か
ら一般書への移行期の読書を支援します。

充実 文化学習課・図書

(2) 30
自身の読書活動の成果を
発表できる参加体験型事
業の実施

読書会や本の紹介文づくりなど、自身の読書活動を人に
伝える体験型の事業を、機会を捉えて実施します。

充実 文化学習課・図書

(2) 31 職場体験・実習の受入れ
要望に応じて、職場体験・インターンシップ・実習を受
け入れ、読書や図書館への理解を深めます。

継続 文化学習課・図書

(3) 32
資料の情報提供や相互貸
借などの協力体制の整備

図書館だより・新着図書案内の送付などの情報提供を行
うとともに、相互貸借などの協力体制整備に向けて、図
書館間の交流を推進します。

充実 文化学習課・図書

(3) 33 連携事業の推進
生徒・学生が参加できる図書館事業の情報提供をはじめ
として、相互の事業参加や事業の共催など、多様な形で
の連携を推進します。

充実 文化学習課・図書

取組み

< 各方策に対する具体的な取組み  >  

 

図 書 ： 市 民 図 書 館  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実 施 区 分  

「 継 続 」： 平 成 28年 度 ま で 実 施 し て い る も の で 、 平 成 29年 度 以 降 も 同 様 の 内 容 で 実 施 す る も の  

「 充 実 」： 平 成 28年 度 ま で 実 施 し て い る も の で 、 平 成 29年 度 以 降 も 内 容 の 充 実 や 取 組 み の 再 編 を 図 る も の  
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4 協  働  

 

子 ど も に 本 を 手 渡 し 読 書 を 勧 め る 立 場 で あ る 大 人 自 身 の 読 書 離 れ が 全 国 的

な課題となっていることは第１章で述べたとおりで、本市においても保護者を

はじめとする一般市民への啓発が大きな課題のひとつとなっています。  

一方、昭和61年の市民図書館開館に大きな推進役を果たした「太宰府市文庫

連絡協議会」（現「太宰府市子ども文庫・読書サークル連絡協議会」）をはじめ

として、本市の読書活動には市民が主体的にボランテ ィアとして関わることで

大きな役割を担っており、市一丸となった活動で成果を上げてきているところ

です。  

子どもの読書活動をとおして、市民が世代を超えた絆を深め、地域一体とな

った人づくりとまちづくりにつないでいくことができるよう、 全ての市民に向

けて、読書活動への理解を深める情報提供や啓発事業を展開します。  

 

（1）読書活動推進のための啓発  

身近な大人が日常的に読書を楽しみ、生活の場で本を活用している姿を見せ

ることは、子どもが本を手に取るための、何よりも大きなきっかけとなります。

子どもの読書活動推進のため、また、大人自身が読書に親しむために、啓発と

情報の提供を行います。  

 

（2）読書活動に関するボランティアの育成  

子どもの健やかな成長を支えるた  

めに、地域の大人の力は欠くことが  

できないものです。地域・学校で子  

どもに読み聞かせやブックトークを  

行う読書ボランティアと、本の整理  

や事業運営などに携わることで読書  

環境向上に貢献する図書館ボランテ  

ィアを、新規に育成するとともに、      読 書 ボ ラ ン テ ィ ア 研 修 （ 市 民 図 書 館 ）  

その資質・技量向上を図る研修機会提供などの支援に努めます。  
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（3）市民・地域団体との協働  

地域の子育てサークル・団体への資料の貸出や情報提供を とおして、その活

動を支援します。また、読書活動に関する個人ボランティアや地域文庫などの

読書ボランティア団体との連携を深め、協働の読書活動推進事業を開催すると

ともに、各人・各団体の主体的な活動を支援・推進します。  

本の整理などの作業に携わる図書館ボランティアは、基本的に個別の活動と

なるため、情報交換や合同での活動の場の提供などボランティア間の交流の機

会を設け、ひとりひとりが生き生きと持続的に活動ができる環境づくりに努め

ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読 書 ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 の 学 習 交 流 会          事 業 で 指 導 者 役 を 務 め る 図 書 館 ボ ラ ン テ ィ ア  
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方
策

取組み内容

実

施

区

分

所管

(1) 34
「子ども読書の日」を中
心とした読書に関する日
の普及啓発の推進

「子ども読書の日」「文字活字文化の日」などの読書に
関する日について、その趣旨にふさわしい普及啓発を推
進します。

継続
文化学習課・図書

社会教育課

(1) 35
子ども及び一般向け読書
推進事業開催

読書に関する講座や参加体験型事業などを実施し、読書
活動を推進します。

継続 文化学習課・図書

(1) 36
読書に関する情報提供と
啓発活動

「広報だざいふ」、「としょかんだより」や市民図書館
ホームページで、読書に関する情報提供と啓発活動に努
めます。

継続 文化学習課・図書

(2) 37

読書ボランティアの育成
及び地域文庫等読書団体
の技量向上を図る講座な
どの開催

学校や市民図書館などで読み聞かせをする読書ボラン
ティアを育成し、及び地域文庫などの読書ボランティア
団体の技量向上を図る講座などを開催し、その活動を支
援します。

継続 文化学習課・図書

(2) 38
図書館ボランティア育成
の講座・情報交換会など
の開催

本の補修や書架整理などを行う図書館ボランティアを募
り、研修や情報交換会を実施して技術や知識の向上を図
ります。

継続 文化学習課・図書

(3) 39
子育てサークル・地域団
体の支援・連携

地域の子育てサークル・団体への紙芝居などの貸出やサ
ポーター支援講座などを通して、更に活動を支援し連携
を図ります。

継続
元気づくり課・子育

文化学習課・図書

(3) 40
保護者・読書ボランティ
アの協力による読み聞か
せなどの推進

学校図書館での読み聞かせや、朝・昼の読書の時間に支
援する保護者・読書ボランティアを募り、子どもの読書
活動の支援に更に努めます。

継続
学校教育課

文化学習課・図書

(3) 41
地域文庫・読書ボラン
ティア団体への団体貸
出・情報提供

団体貸出による読書環境の整備や、子どもの読書に関す
る情報の提供などにより、地域文庫や読書ボランティア
団体の活動を支援します。

継続 文化学習課・図書

(3) 42

地域文庫・読書ボラン
ティア団体との協働事業
の開催及び団体の主体的
活動推進

地域文庫等読書ボランティア団体との協働による読書活
動推進事業を開催します。また、助成情報の提供や広報
協力などにより団体の主体的な活動を推進・支援しま
す。

継続
文化学習課・図書

元気づくり課・子育

(3) 43
図書館ボランティアによ
る活動の場の拡大

図書館ボランティアの活動の場を広げるとともに、持続
的な活動が可能となるよう支援します。

継続 文化学習課・図書

取組み

< 各方策に対する具体的な取組み  >  

 

子 育 ： 子 育 て 支 援 セ ン タ ー  図 書 ： 市 民 図 書 館  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実 施 区 分  「 継 続 」： 平 成 28年 度 ま で 実 施 し て い る も の で 、 平 成 29年 度 以 降 も 同 様 の 内 容 で 実 施 す る も の  
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用語解説（50音順）  

 

学校司書  

小学校、中学校及び高等学校に設置される学校図書館において 、専任として業

務に携わるもの。学校図書館法第6条により「学校図書館の運営の改善及び向上

を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するた

め、専ら学校図書館の職務に従事する職員」と規定されている。  

 

学校読書調査  

全国学校 図書 館協議 会と毎 日新 聞社が 合同 で、全国 の小 学校 4年生か ら高校 3

年生を対象として毎年6月に実施している調査。平成29年で63回目となる。「５

月１か月間に読んだ本の冊数」「読んだ本の書名」「５月１か月間に読んだ雑誌の

冊数」「ふだん読んでいる雑誌名」などの毎年調査している定例項目に加え、年ご

とに設定した項目の調査を行っている。  

 

子ども読書の日  

4月23日。国民の間に広く子ども読書活動についての関心と理解を深めるとと

もに、子どもが積極的に読書活動 を行う意欲を高めるために、「子どもの読書活動

の推進に関する法律」で定められた。  

 

子どもの読書活動の推進に関する法律  

子どもの健やかな成長に資するため、すべての子どもがあらゆる機会と場所に

おいて自主的に読書活動を行うことができるよう、環境の整備を推進することを

求めた法律。平成13年12月施行。  

 

ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ ＳＮＳ）  

【Social Networking Service】人と人との社会的な交流を目的とした会員制

のオンラインサービスの総称。友人・知人間のコミュニケーションを円滑にする

手段や、趣味や居住地域など互いの共通点やつながりを通じて新たな人間関係を

構築する場を提供する。Web サイトで利用することができる。Facebook（フェ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/Facebook
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イスブック）、LINE（ライン）、Twitter（ツイッター）など。  

 

団体貸出  

保育所、幼稚園、学級、地域文庫などの団体に対して、市民図書館の資料を貸

し出すこと。  

 

読書週間  

10月27日～11月9日。昭和22年11月、「読書の力によって、平 和な文化国家

を作ろう」という決意のもと、出版社・取次会社・書店、公共図書館に新聞・放

送のマスコミ機関も加わって 最初の読書週間が開催され、国民的行事として定着

した。公益社団法人読書推進運動協議会が主催。  

 

「読書」に関する日  

子ども読書の日、読書週間、文字・活字文化の日のほか、絵本週間（ 3月27日

～4月9日）、国際子どもの本の日（4月2日）、教科書の日（4月10日）、こどもの

読書週間（4月23日～5月12日）、図書館記念日（4月30日）、学校図書館の日（6

月11日 ）、国際 学校図書 館月間（ 10月 ）、 新聞週間（10月15日 ～10月 21日）

などがある。  

 

図書館協議会  

図書館法及び条例に基づき設置され、館長の諮問に応じ、図書館の運営等につ

いて意見を述べる機関。  

 

布の絵本  

厚地の台布に絵の部分をアップリケし 、ボ  

タンやひも、ファスナーなどで留めたり結んだ  

りすることもできる手作りの絵本。おはなし  

だけでなく、布のぬくもりと生活動作の体験  

を楽しむことができる。  

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/LINE_(%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3)
https://ja.wikipedia.org/wiki/Twitter
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ブックスタート  

赤ちゃんと保護者が絵本を仲立ちにして、温かく楽しいひと時を持つきっかけ

を作る運動。市町村単位で、地域に生まれたすべての赤ちゃんと保護者を対象に、

保健センターの0歳児健診などで行われる。  

 

ブックトーク  

テーマを決めてそのテーマに関する本を数冊紹介し、本に興味を抱かせ、読書

へのきっかけをつくる方法。  

 

POP（ポップ）  

カードサイズの紙に書名と短い説明文、  

イラストなどを手書きして、自分が読んだ  

本の魅力を、その本を読んだことのない人に  

紹介するもの。  

 

文字・活字文化の日  

10月27日。国民の間に広く文字・活字文化についての関心と理解を深めるた

め、「文字・活字文化振興法」で定められた。読書週間（10月27日～11月9日）

の1日目でもある。  

 

ヤングアダルト  

【young adults】公共図書館や学校図書館で13歳～19歳の子ども（ティーン

エイジャー）をさす言葉として使われている。児童書から一般書への橋渡し とな

るこの世代向けの資料をヤングアダルト（YA）資料、またそのコーナーをヤング

アダルト（YA）コーナーと称する 。  
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子どもの読書活動の推進に関する法律  

（平成13年12月12日  法律第154号） 

（目的）   

第一条   この法律は、子どもの読書活動の推 進に関し、基本理念を定め、並びに国

及び地方公共団体の責務等を明らかにすると ともに、子どもの読書活動の推進に

関する必要な事項を定めることにより、子ど もの読書活動の推進に関する施策を

総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの 健やかな成長に資することを目的と

する。   

（基本理念）   

第二条   子ども（おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は、子ど

もが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高 め、創造力を豊かなものにし、人生

をより深く生きる力を身に付けていく上で欠 くことのできないものであることに

かんがみ、すべての子どもがあらゆる機会と あらゆる場所において自主的に読書

活動を行うことができるよう、積極的にその ための環境の整備が推進されなけれ

ばならない。   

（国の責務）   

第三条  国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子どもの

読書活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び 実施する責務を有する。   

（地方公共団体の責務）   

第四条  地方公共団体は、基本理念にの っと り、国との連携を図りつつ、その地 域

の実情を踏まえ、子どもの読書活動の推進に 関する施策を策定し、及び実施する

責務を有する。   

（事業者の努力）   

第五条  事業者は、その事業活動を行う に当 たっては、基本理念にのっとり、子 ど

もの読書活動が推進されるよう、子どもの健 やかな成長に資する書籍等の提供に

努めるものとする。   

（保護者の役割）   

第六条  父母その他の保護者は、子ども の読 書活動の機会の充実及び読書活動の 習

慣化に積極的な役割を果たすものとする。  
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（関係機関等との連携強化）   

第七条  国及び地方公共団体は、子ども の読 書活動の推進に関する施策が円滑に 実

施されるよう、学校、図書館その他の関係機 関及び民間団体との連携の強化その

他必要な体制の整備に努めるものとする。   

 （子ども読書活動推進基本計画）   

第八条  政府は、子どもの読書活動の推 進に 関する施策の総合的かつ計画的な推 進

を図るため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども読書

活動推進基本計画」という。）を策定しなければならない。   

二  政府は、子ども読書活動推進基本計 画を 策定したときは、遅滞なく、これを 国

会に報告するとともに、公表しなければならない。   

三  前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。   

（都道府県子ども読書活動推進計画等）   

第九条  都道府県は、子ども読書活動推 進基 本計画を基本とするとともに、当該 都

道府県における子どもの読書活動の推進の状 況等を踏まえ、当該都道府県におけ

る子どもの読書活動の推進に関する施策につ いての計画（以下「都道府県子ども

読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなければならない。    

二  市町村は、子ども読書活動推進基本 計画 （都道府県子ども読書活動推進計画 が

策定されているときは、子ども読書活動推進 基本計画及び都道府県子ども読書活

動推進計画）を基本とするとともに、当該市 町村における子どもの読書活動の推

進の状況等を踏まえ、当該市町村における子 どもの読書活動の推進に関する施策

についての計画（以下「市町村子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよ

う努めなければならない。   

三  都道府県又は市町村は、都道府県子 ども 読書活動推進計画又は市町村子ども 読

書活動推進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。   

四  前項の規定は、都道府県子ども読書 活動 推進計画又は市町村子ども読書活動 推

進計画の変更について準用する。  

（子ども読書の日）   

第十条  国民の間に広く子どもの読書活動に ついての関心と理解を深めるとともに 、

子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。   

二  子ども読書の日は、四月二十三日とする。   
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三  国及び地方公共団体は、子ども読書 の日 の趣旨にふ さわしい事業を実施する よ

う努めなければならない。   

（財政上の措置等）   

第十一条  国及び地方公共団体は、子ど もの 読書活動の推進に関する施策を実施 す

るため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。  

附  則  

この法律は、公布の日から施行する。   

 

 

衆議院文部科学委員会における附帯決議   

  政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。   

  一  本法は、子どもの自 主的な読書活動が 推進されるよう必要な施策を講じ て環

境を整備していくものであり、行政が不当に干渉することのないようにすること。 

  二  民意を反映し、子ど も読書活動推進基 本計画を速やかに策定し、子ども の読

書活動の推進に関する施策の確立とその具体化に努めること。  

  三  子どもがあらゆる機 会とあらゆる場所 において、本と親しみ、本を楽し むこ

とができる環境づくりのため、学校図書館、公共図書館等の整備充実に努めるこ

と。  

  四  学校図書館、公共図 書館等が図書を購 入するに当たっては、その自主性 を尊

重すること。  

  五  子どもの健やかな成 長に資する書籍等 については、事業者がそれぞれの 自主

的判断に基づき提供に努めるようにすること。  

  六  国及び地方公共団体 が実施する子ども 読書の日の趣旨にふさわしい事業 への

子どもの参加については、その自主性を尊重すること。   
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第2次太宰府市子ども読書活動推進計画策定の経過  

  

期　日 内　容

 平成29年15月25日  第1回第２次太宰府市子ども読書活動推進計画関係課会議開催

 平成29年18月23日  第2回第2次太宰府市子ども読書活動推進計画関係課会議開催

 平成29年10月18日＊  第3回第２次太宰府市子ども読書活動推進計画関係課会議開催

 平成29年10月31日＊  第1回太宰府市立図書館協議会において審議

 平成30年 1月10日＊  第4回第２次太宰府市子ども読書活動推進計画関係課会議開催

 平成30年 2月 8日  第2回太宰府市立図書館協議会において審議

 平成30年 2月28日  太宰府市教育委員会において審議

 平成30年 3月 5日  「第２次太宰府市子ども読書活動推進計画」市長決裁

 平成29年11月21日
　           ～12月22日

 第２次太宰府市子ども読書活動推進計画素案のパブリックコメ
ント実施
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